






　　　　　　

呉市からのお知らせ 呉市住宅政策課

空き家等の適切な管理又は活用に関係のある広島法務局，広島司法書士会，

広島県土地家屋調査士会，（公社）広島県宅地建物取引業協会呉支部，

呉建設工業協同組合，広島県建築士会呉地区支部及び

呉市（住宅政策課）からなる連携会議を平成２８年６月に結成しました。

場所 呉市役所 本庁舎７階 ７５６～７５８会議室

日時 令和８年7月３０日（木）午後２時～午後４時３０分

（一組当たりの相談時間は２０分以内）

空き家のことで困っていませんか。この機会に,是非,ご相談ください。

「呉市空家等対策連携会議」の構成員である各関係機関の専門家が

無料で相談に応じます。対象は，市内に空き家を所有する人です。

申込期間 令和８年６月２２日（月） ～６月３０日（火）

申込方法 呉市役所 住宅政策課まで電話にて事前に申込み

（先着20名程度）

申込･問合 ０８２３－２５－３５１４
電話番号 （受付時間：平日 午前８時３０分～午後５時１５分）

相談員

と
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呉市・呉市交通安全推進協議会連合会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呉市役所 地域協働課 市民センターグループ (0823)２５－３５８１ 

ウラ面もご覧ください。  

７月 11 日(土)～７月 20 日(月) 

 

譲り合い ハンドル越しの 思いやり 

 

１ 高齢者の交通事故防止 

２ 歩行者の安全な通行の確保 

３ 飲酒運転を始めとする危険運転の根絶 

４ 自転車等の安全利用の推進 

 

 

広島県夏の

運 動 
令和８年 
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スローガン 

運動の重点 

http://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/06/9aa4cabab39f677a68bbfe14d4ac321f.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●歩行者は横断歩道を横断する際，左右の安全確認を必ず行いま

しょう。 

●ドライバーの皆さんは，信号機のない横断歩道で歩行者を確認

したら，横断歩道の手前で減速し，停止するようにしましょう。 

 

●高齢になると運転に必要な能力が低下してきます。高齢者マークを使用する

よう心がけましょう。安全運転サポート車の利用も事故を防ぐ手段の一つです。 

●運転に自信がなくなったら家族などに相談し，運転免許証の自主返納を検討

しましょう。 

重点① 高齢者の交通事故防止 

重点② 歩行者の安全な通行の確保 

重点③ 飲酒運転を始めとする危険運転の根絶 

●飲酒運転は重大な交通事故につながり大変危険です。 

「飲んだら絶対に運転しない。飲む席に車を運転していかない。運転する人

に酒を勧めない」ことを徹底し，飲酒運転の根絶を目指しましょう 

重点④ 自転車等の安全利用の推進 

 
●自転車は軽車両に位置づけられた「車のなかま」です。交通ルールを守り，

安全運転を心がけましょう。 

●すべての自転車利用者はヘルメットを着用しましょう。 

●自転車の損害賠償責任保険等に必ず加入しましょう。 

★自転車用ヘルメット購入助成実施中 

 
 呉市では，自転車利用者の安全性の向上を図るため，自転車

用ヘルメットの購入費の一部を補助（最大２，０００円）して

います。 

 呉市にお住まいで，令和８年４月１日以降に安全基準を満た

したヘルメットを購入された方が対象です。 

 

 

【電子申請フォーム】 

 


